
日 薬 業 発 第 9 0 号 
                                              平 成 3 0 年 6 月 7 日 

 
 都道府県薬剤師会担当役員 殿 
 
                                          日 本 薬 剤 師 会 
                                              副会長 森  昌 平  
 
 

平成 30 年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.4）について 
 
 
平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

平成 30 年度介護報酬改定については、平成 30 年 3 月 23 日付け日薬業発第

372 号等にて関係通知や Q＆A お知らせしたところですが、今般、Q＆A（Vol.4）

が発出されました。 

本 Q＆A につきましては、厚生労働省ホームページ及び独立行政法人福祉医

療機構のホームページ（WAM NET）に掲載されています。また、本会のホー

ムページにも掲載予定です。 

つきましては、貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。 

 
○厚生労働省ホームページ 
 ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉

＞ 介護報酬＞平成 30 年度介護報酬改定について 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koure
isha/housyu/kaitei30.html 
 
○独立行政法人福祉医療機構ホームページ（WAM NET） 
 トップ＞行政情報＞介護保険＞「介護保険最新情報」 
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090 
 
 
 



事 務 連 絡 

平成 30年５月 29日 

 

各      介護保険主管部（局）御中 

   

厚生労働省老健局高齢者支援課 

振興課 

老人保健課 

 

 

「平成 30年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.４）（平成 30年５月 29日）」 

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々御尽力をいただき、暑く御礼申

し上げます。 

本日、「平成 30年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.４）（平成 30年５月 29日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町村又

は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 

 

 

都道府県 

指定都市 

中 核 市 
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【共生型サービス】 

○ 障害者施設が日中に提供する共生型サービスについて 

問２ 共生型サービスの取扱いについて、指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サ

ービスは共生型サービスの対象であるか。 

（答） 

 指定障害福祉事業所のうち指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サービスにつ

いても、共生型通所介護及び共生型地域密着型通所介護の対象となる。 

 

○ 機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を行うことについて 

問３ 通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導

員（理学療法士等）が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を行うことは可能

か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当するのか。 

（答） 

 通所介護の機能訓練指導員は、配置基準上は１以上とされており、共生型生活介護に

おける自立訓練（機能訓練）を兼務することは可能。 

共生型サービスは、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするた

めに、介護保険と障害福祉両方の制度に位置づけられたものであり、対象者を区分せず

に、一体的に実施することができる。 

 このため、機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を行う場

合は、利用者である高齢者と障害児者の合計数により利用定員を定めることとしており、

その利用定員の範囲内において、両事業を一体的に実施し、機能訓練を行うものである

ことから、専従要件に該当する。 

 

【居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導】 

○ 単一建物居住者の人数が変更になった場合の算定について 

問４ 居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によって、月の途中で単一建物居住者の

人数が変更になった場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。 

（答） 

居宅療養管理指導の利用者が死亡する等の事情により、月の途中で単一建物居住者の

人数が減少する場合は、当月に居宅療養管理指導を実施する当初の予定の人数に応じた

区分で算定する。 

  また、居宅療養管理指導の利用者が転居してきた等の事情により、月の途中で単一建

物居住者の人数が増加する場合は、 

① 当月に居宅療養管理指導を実施する予定の利用者については、当初の予定人数に応
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じた区分により、 

② 当月に転居してきた居宅療養管理指導の利用者等については、当該転居してきた利

用者を含めた、転居時点における居宅療養管理指導の全利用者数に応じた区分により、 

それぞれ算定する。 

  なお、転居や死亡等の事由については診療録等に記載すること。 

 

例えば、同一の建築物の 10 名に居宅療養管理指導を行う予定としており、１名が月の

途中で退去した場合は、当該建築物の９名の利用者について、「単一建物居住者 10 名以

上に対して行う場合」の区分で算定する。 

また、同一の建築物の９名に居宅療養管理指導を行う予定としており、１名が月の途

中で転入した場合は、当初の９名の利用者については、「単一建物居住者２人以上９人以

下に対して行う場合」の区分で算定し、転入した１名については、「単一建物居住者 10

名以上に対して行う場合」の区分で算定する。 

 

○単一建物居住者の人数の考え方について 

問５ 同一の建築物において、認知症対応型共同生活介護事業所と集合住宅が併存する場

合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。 

（答） 

同一の建築物において、ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所と集

合住宅が併存する場合には、次のとおり、認知症対応型共同生活介護事業所とそれ以外

で区別し、居宅療養管理指導費を算定する。 

① 当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニ

ットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の人数とみ

なす。ただし、１つのユニットで１つの同一世帯の利用者のみに居宅療養管理指導

を実施する場合には、利用者ごとに「単一建物居者が１人の場合」の区分で算定す

る。 

② 当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所以外については、認知症対応型

共同生活介護事業所で居宅療養管理指導を実施する人数を含め、当該建築物で居宅

療養管理指導を実施する人数を単一建物居住者の人数とする。 

 ただし、当該建築物で１つの同一世帯の利用者のみに居宅療養管理指導を実施する

場合は、利用者ごとに「単一建物居者が１人の場合」の区分で算定する。 

また、「当該建築物で居宅療養管理指導を行う利用者数が、当該建築物の戸数の

10％以下の場合」又は「当該建築物の戸数が 20戸未満であって、居宅療養管理指導

を行う利用者が２人以下の場合」については、利用者ごとに「単一建物居住者１人

に対して行う場合」の区分で算定する。 
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○ 単一建物居住者の人数の考え方について 

問６ 同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が２

人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同

居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が２人以上いる世帯」とそれ以外の利用

者がいる場合、算定はどうすればよいか。 

（答） 

いずれの場合についても、居宅療養管理指導を実施する予定の合計数に応じた区分に

より算定する。 

例えば、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を利用する「同居する夫婦の世帯」

が２世帯ある場合の区分については、「単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場

合」の区分により算定する。 

また、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を利用する「同居する夫婦の世帯」が

１世帯と居宅療養管理指導費を利用する者が「１人の世帯」が８世帯ある場合の区分に

ついては、「単一建物居住者 10人以上に対して行う場合」の区分により算定する。 

 

【通所介護】 

○ ＡＤＬ維持等加算について 

問７ 平成３１年度から ADL 維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があ

るか。 

（答） 

申し出た年においては、申出の日の属する月から同年１２月までの期間を評価対象期

間とするため、評価対象利用開始月から起算して６ヶ月を確保するためには、平成３０

年７月までに申出を行う必要がある。 

 

【通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】 

○ リハビリテーションマネジメント加算について 

問８ 新規利用者について、通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪

問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。 

 また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用

者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たす

のか。 

（答） 

いずれの場合においても、利用初日の 1 月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した
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